
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
練
馬
区
南
田
中
一
丁
目
二
一
番
六
号

ユ
イ
ッ
ト
株
式
会
社

代
表
清
算
人

峰
﨑

忠
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
狛
江
市
中
和
泉
二
丁
目
七
番
五
号

株
式
会
社
ス
リ
ー
ピ
ラ
ー
ズ

代
表
清
算
人

三
原
久
美
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
練
馬
区
関
町
南
二
丁
目
七
番
四
一
号

三

金
茂
商
事
株
式
会
社

代
表
清
算
人

王

克
慧

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

株
式
会
社
Ｓ
Ｋ
Ｃ

代
表
清
算
人

近
藤

里
美

解
散
公
告

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
開
催
の
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

神
奈
川
県
平
塚
市
寺
田
縄
八
九
三
番
地

か
な
が
わ
酪
農
業
協
同
組
合

清
算
人

荒
井

新
吾

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
伊
勢
佐
木
町
二

六
三

株
式
会
社
バ
イ
ト

代
表
清
算
人

原
田

和
昌

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

新
潟
市
中
央
区
弁
天
橋
通
一
丁
目
四
番
十
七
号

株
式
会
社
や
ひ
こ
ド
リ
ー
ム

代
表
清
算
人

星
野
孝
一
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
五
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

新
潟
県
南
蒲
原
郡
田
上
町
大
字
田
上
乙
一
五
九
八

番
地
一

合
同
会
社
ご
ま
ど
う
直
売
所

清
算
人

澤

敏
行

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
会
社
法
第
四
七
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当

社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二

箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

富
山
市
向
新
庄
町
六
丁
目
四
番
三
三
号

株
式
会
社
大
澤
興
産

代
表
清
算
人

澤
田

明

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
田
鶴
七
二
〇
番
地
の
一
四

有
限
会
社
加
藤
工
業

清
算
人

加
藤

月
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

岐
阜
県
多
治
見
市
西
坂
町
二
丁
目
二
八
〇
番
地

株
式
会
社
Ｄ

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｇ
Ｅ

代
表
清
算
人

玉
置

淳

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

静
岡
県
沼
津
市
大
岡
三
五
二
七
番
地
の
二
三

有
限
会
社
水
谷
工
務
店

清
算
人

水
谷

友
紀

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

静
岡
県
沼
津
市
高
島
町
一
八
番
一
二
号

協
和
住
宅
株
式
会
社

代
表
清
算
人

田
沼

昭
造

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

滋
賀
県
米
原
市
顔
戸
六
一
三
番
地
四

株
式
会
社
溪
山
建
設

代
表
清
算
人

溪
山

隆
久

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

京
都
市
中
京
区
西
ノ
京
車
坂
町
五
番
五
号

聆
宇
株
式
会
社

代
表
清
算
人

柴

暁
晨

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

名
古
屋
市
瑞
穂
区
津
賀
田
町
二
丁
目
二
七
ド
ー
ル

津
賀
田
二
〇
五
号

春
和
株
式
会
社

代
表
清
算
人

王

勇

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

名
古
屋
市
中
区
葵
一
丁
目
二
二
番
一
八
号

プ
レ
サ
ン
ス
ジ
ェ
ネ
新
栄
町
駅
前
葵
八
〇
六

合
同
会
社
ア
イ
ズ

清
算
人

渡
邊

巌


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